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政
令
第

号

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第
八
項
第
一

号
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
第
四

号
ニ
及
び
ホ
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に

第
三
項
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
八
条

第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
三
項
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
、
第
五
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品
）

第
一
条

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
項
第
一
号
の

政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

分
別
収
集
物
を
圧
縮
し
、
又
は
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に
し
、
か
つ
、
一
定
の
形
状
に
成
形
し
た
も
の

二

炭
化
水
素
油

別紙１
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三

水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス

（
指
定
調
査
機
関
の
指
定
の
有
効
期
間
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
設
計
認
定
等
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

主
務
大
臣
が
設
計
調
査
の
全
部
を
自
ら
行
う
場
合

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に

定
め
る
額

イ

設
計
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
万
五
千
九
百
円
（
電
子
申
請
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
四
千
四
百
円
）

ロ

法
第
九
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
万
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

九
千
百
円
）
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二

主
務
大
臣
が
指
定
調
査
機
関
に
設
計
調
査
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

別
に
政
令
で
定
め
る
額

（
指
定
調
査
機
関
が
行
う
設
計
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
の
認
可
）

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
調
査
機
関
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
手

数
料
の
額
及
び
設
計
調
査
の
業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
額
に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
数
料
の
額
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
前
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

手
数
料
の
額
が
当
該
設
計
調
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
要
す
る
費
用
の
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

特
定
の
者
に
対
し
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
及
び
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
提
供
事
業
者
の
業
種
）

第
五
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
製
品
（
商
品
の

販
売
又
は
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
消
費
者
に
無
償
で
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の

に
限
る
。
）
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
当
該
製
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。
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製

品

業

種

一

フ
ォ
ー
ク
、
ス
プ
ー
ン
、
テ
ー
ブ
ル
ナ
イ
フ
、
マ
ド

各
種
商
品
小
売
業
（
無
店
舗
の
も
の
を
含
む
。
）
、
飲

ラ
ー
及
び
飲
料
用
ス
ト
ロ
ー

食
料
品
小
売
業
（
野
菜
・
果
実
小
売
業
、
食
肉
小
売

業
、
鮮
魚
小
売
業
及
び
酒
小
売
業
を
除
き
、
無
店
舗
の

も
の
を
含
む
。
）
、
宿
泊
業
、
飲
食
店
及
び
持
ち
帰

り
・
配
達
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

二

ヘ
ア
ブ
ラ
シ
、
く
し
、
か
み
そ
り
、
シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
ッ

宿
泊
業

プ
及
び
歯
ブ
ラ
シ

三

衣
類
用
ハ
ン
ガ
ー
及
び
衣
類
用
カ
バ
ー

各
種
商
品
小
売
業
（
無
店
舗
の
も
の
を
含
む
。
）
及
び

洗
濯
業

（
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
多
量
提
供
事
業
者
の
要
件
）

第
六
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
提
供
し
た
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使

用
製
品
の
量
が
五
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
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（
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
多
量
提
供
事
業
者
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
等
）

第
七
条

法
第
三
十
条
第
四
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
科
学
審
議
会

農
林
水
産
大
臣

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

経
済
産
業
大
臣

産
業
構
造
審
議
会

国
土
交
通
大
臣

交
通
政
策
審
議
会

（
再
商
品
化
計
画
に
係
る
分
別
収
集
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
者
の
使
用
人
）

第
八
条

法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ニ
及
び
ホ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
同
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
者
の
使

用
人
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
分
別
収
集
物
の
収

集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
次
条
第
一
号
ロ
及
び
ハ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
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権
限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の

（
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
）

第
九
条

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
法
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い

う
。
）
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
、
ホ
又
は
ヘ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ

廃
棄
物
処
理
法
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
、
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
九
十
八
号
）
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
、
水

質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
、
悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
、
振

動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
、
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
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（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処

せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
の
実
施
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者

ホ

そ
の
役
員
又
は
そ
の
使
用
人
（
次
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
に
ロ
若
し
く
は
ニ
又

は
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

⑴

主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所

⑵

⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
法
第
三
十
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の

二

委
託
料
が
受
託
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
。

三

委
託
契
約
に
は
、
指
定
法
人
が
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法

律
第
百
十
二
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
、
又
は
第
一
号
に
定
め
る
基
準
に
適
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合
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
に
お
い
て
当
該
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
。

（
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
再
委
託
の
基
準
）

第
十
条

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
委
託
契
約
は
、
書
面
に
よ
り
行
い
、
当
該
再
委
託
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
。

イ

再
委
託
に
係
る
分
別
収
集
物
（
法
第
三
十
二
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
ロ
か
ら
ニ

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
量

ロ

分
別
収
集
物
の
運
搬
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の
所
在
地

ハ

分
別
収
集
物
の
処
分
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
の
場
所
の
所
在
地
、
そ
の
処
分
の
方
法
及
び
そ
の
処
分
に

係
る
施
設
の
処
理
能
力

ニ

分
別
収
集
物
の
処
分
（
最
終
処
分
（
廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
最
終
処
分
を
い
う
。
以
下
こ
の

ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
分
別
収
集
物
に
係
る
最
終
処
分
の
場
所
の
所
在
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地
、
最
終
処
分
の
方
法
及
び
最
終
処
分
に
係
る
施
設
の
処
理
能
力

ホ

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項

二

前
号
に
規
定
す
る
再
委
託
契
約
書
を
そ
の
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
認
定
再
商
品
化
計
画
に
係
る
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
）

第
十
一
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
（
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く

は
運
搬
又
は
処
分
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
作

成
を
委
託
し
な
い
こ
と
。

二

分
別
収
集
物
の
収
集
と
こ
れ
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
を
併
せ
て
委
託
す
る
と
き
は
、
分
別
収
集
物
の
収
集
業
務
に
直
接

従
事
す
る
者
が
そ
の
収
集
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

委
託
契
約
に
は
、
再
商
品
化
実
施
者
若
し
く
は
そ
の
施
設
が
法
第
三
十
四
条
第
四
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
該
当

す
る
に
至
っ
た
と
き
、
又
は
再
商
品
化
実
施
者
が
自
ら
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
を
実
施
す
る
者
で
な
く

な
っ
た
と
き
は
、
認
定
市
町
村
に
お
い
て
当
該
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ



- 10 -

と
。

四

分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
を
一
年
以
上
に
わ
た
り
継
続
し
て
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
分
別
収
集
物
の

再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
実
施
の
状
況
を
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。

（
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
者
の
使
用
人
）

第
十
二
条

法
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
に
掲
げ
る

も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
自
主
回
収
・
再
資
源

化
事
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の

第
十
三
条

法
第
三
十
九
条
第
三
項
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
前
条
各
号
に
掲

げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
）

第
十
四
条

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

あ
ら
か
じ
め
、
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
（
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
次
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
排
出
す
る
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
事
業
者
に
係
る
法
第
四

十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
者
が
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
当
該
委
託

に
つ
い
て
当
該
事
業
者
の
書
面
（
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
承
諾
を
受
け
て
い

る
こ
と
。

二

委
託
契
約
は
、
書
面
に
よ
り
行
い
、
当
該
委
託
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
。

イ

委
託
に
係
る
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
数
量

ロ

使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
運
搬
を
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の
所
在
地

ハ

使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
処
分
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
の
場
所
の
所
在
地
、
そ
の
処
分
の
方
法

及
び
そ
の
処
分
に
係
る
施
設
の
処
理
能
力

ニ

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
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三

前
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
を
そ
の
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
小
規
模
企
業
者
等
）

第
十
五
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
商
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
以

外
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
行
う
も
の

二

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
の
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
に
属

す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
行
う
も
の

（
多
量
排
出
事
業
者
の
要
件
）

第
十
六
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産

業
廃
棄
物
等
の
排
出
量
が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
多
量
排
出
事
業
者
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
等
）

第
十
七
条

法
第
四
十
六
条
第
五
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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厚
生
労
働
大
臣

医
療
業
に
あ
っ
て
は
社
会
保
障
審
議
会
、
医
薬
品
製
造
業

に
あ
っ
て
は
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
、
そ
の
他
の
厚
生

労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
産
業
構
造

審
議
会
及
び
中
央
環
境
審
議
会

農
林
水
産
大
臣

農
業
、
食
料
品
製
造
業
、
清
涼
飲
料
製
造
業
、
茶
・
コ
ー

ヒ
ー
製
造
業
、
飲
食
料
品
卸
売
業
、
飲
食
料
品
小
売
業
及

び
飲
食
店
に
あ
っ
て
は
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議

会
、
漁
業
及
び
水
産
養
殖
業
に
あ
っ
て
は
水
産
政
策
審
議

会
、
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
に

あ
っ
て
は
産
業
構
造
審
議
会
及
び
中
央
環
境
審
議
会

経
済
産
業
大
臣

産
業
構
造
審
議
会

国
土
交
通
大
臣

建
設
業
に
あ
っ
て
は
中
央
建
設
業
審
議
会
、
そ
の
他
の
国

土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
産
業
構
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造
審
議
会
及
び
中
央
環
境
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
以
外
の
主
務
大
臣
が
法
第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
す
る
場
合
に
お
け

る
同
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
産
業
構
造
審
議
会
及
び
中
央
環
境
審
議
会
と
す
る
。

（
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
者
の
使
用
人
）

第
十
八
条

法
第
四
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
に
掲
げ
る

も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
再
資
源
化
事
業
に
係

る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の

第
十
九
条

法
第
四
十
八
条
第
三
項
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
前
条
各
号
に
掲

げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
）



- 15 -

第
二
十
条

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
を
排
出
す
る
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
事
業
者
に
係
る
法
第

五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
者
が
認
定
再
資
源
化
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
当
該
委
託
に
つ
い
て

当
該
事
業
者
の
書
面
（
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
承
諾
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

二

委
託
契
約
は
、
書
面
に
よ
り
行
い
、
当
該
委
託
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
。

イ

委
託
に
係
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
の
数
量

ロ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の
所
在
地

ハ

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項

三

前
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
を
そ
の
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
一
条

法
第
五
十
五
条
第
六
項
の
規
定
及
び
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
（
多
量
排
出
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
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る
。
）
に
よ
る
財
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
国
税
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
多
量
排
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工

場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長
（
当
該
所
在
地
が
沖
縄
県
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

沖
縄
国
税
事
務
所
長
）
又
は
税
務
署
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

２

法
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
並
び
に
第
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
農

林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
認
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
製
造
事
業
者
等
、
指
定
調
査
機
関
、
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製

品
多
量
提
供
事
業
者
又
は
多
量
排
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長

又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

３

法
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
経
済
産
業
局
長
に

委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、

認
定
市
町
村
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
る
権
限

認
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
製
造
事
業
者
等
、
指
定
調
査
機
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関
、
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
多
量
提
供
事
業
者
、
再
商
品
化
実
施
者
、
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
、
多

量
排
出
事
業
者
又
は
認
定
再
資
源
化
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局

長
二

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
（
認
定
市
町
村
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
権
限

経
済
産
業
局
長

４

法
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
並
び
に
第
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
国

土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
認
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
製
造
事
業
者
等
、
指
定
調
査
機
関
、
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製

品
多
量
提
供
事
業
者
又
は
多
量
排
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局

長
、
北
海
道
開
発
局
長
、
地
方
運
輸
局
長
（
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
五

号
、
第
十
八
号
、
第
八
十
六
号
、
第
八
十
七
号
、
第
九
十
二
号
、
第
九
十
三
号
及
び
第
百
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に

同
項
第
八
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
同
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
運

輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
又
は
地
方
航
空
局
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を

行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

法
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
環
境
事
務
所
長
に
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委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
環
境
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
五
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
（
法
第
五
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
あ
っ
て
は
認
定
市
町
村
に
係
る
部
分
を
除
き
、
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
あ
っ
て
は
多
量
排
出
事
業
者

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
権
限

再
商
品
化
実
施
者
、
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
、
多
量
排
出
事
業
者

又
は
認
定
再
資
源
化
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
環
境
事
務
所
長

二

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
（
認
定
市
町
村
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
権
限

地
方
環
境
事
務
所
長

６

法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
、
法
第
五
十
五
条
第
六
項
の
規
定
及
び

法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
（
多
量
排
出
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
権
限
は
、
多
量
排
出
事
業
者
の
事
務

所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
す
る
区
域
内
に

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
中
「
の
規
定
」
を
「
並
び
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
六
十
号
）
第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
の
二
第
六
号
中
「
第
六
条
の
十
二
第
一
号
又
は
」
を
「
第
六
条
の
十
二
第
一
号
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
又
は

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第

号
）
第
十
四
条
第
一
号
若

し
く
は
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
中
央
環
境
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

中
央
環
境
審
議
会
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
」
を
「
第
三
十
三
条
第
三
項
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
及
び
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
」
に
改
め

る
。

（
経
済
産
業
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
七

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
八

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

第
六
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

（
社
会
保
障
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

社
会
保
障
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
第
一
項
中
「
社
会
保
障
審
議
会
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
第

一
条
と
し
て
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

社
会
保
障
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き

そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
医
療
分
科
会
の
項
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
の
規
定
」
に
改
め
、
同
表
福
祉
文
化
分
科
会
の
項
中
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
を
「
第
八
条
第
九
項
、
身
体
障
害
者

福
祉
法
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
科
学
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

厚
生
科
学
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十

号
）
の
規
定
」
に
改
め
る
。
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第
五
条
第
一
項
の
表
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
の
項
所
掌
事
務
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

を
処
理
す
る
こ
と
。

（
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
」
を
「
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を

「
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
薬
事
分
科
会
の
項
中
「
及
び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
五
条
第
三
項
並
び
に
」
を
「
第
二
十
五
条
第
三
項
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
並
び
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
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ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
十
条
第
四
項
及
び
第
四
十
六
条
第
五
項

の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
産
業
構
造
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

産
業
構
造
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
七
条
の
七
第
三
項
」
の
下
に
「
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三

年
法
律
第
六
十
号
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
産
業
技
術
環
境
分
科
会
の
項
第
六
号
中
「
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
」
を

「
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
交
通
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

交
通
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
及
び
」
を
「
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
」
に
、
「
の
規

定
」
を
「
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
の
規
定
」
に
改
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め
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
観
光
分
科
会
の
項
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
水
産
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

水
産
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
水
産
政
策
審
議
会
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
第
一
条
と

し
て
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

水
産
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
水
産
基
本
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
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理

由

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
設
計
認
定
等
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
、

特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
及
び
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
提
供
事
業
者
の
業
種
、
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要

な
行
為
の
委
託
の
基
準
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




